
<国会議員関係政治団体・資金管理団体以外の政治団体用>
(そ の 1)

(ふ り が な )

1政 治 団 体 の 名 称

2 主 た る事 務 所 の 所 在 地 睾ッ勾や力乏驚必うイυ

3代 表 者 の 氏 名 鶏 荻

4会 計 責 任 者 の 氏 名 霧鋳 こ妻

収 支 報 告 書

資金管理団体の指定の有無

□ 有

日   負熙 (以下、この欄の記載不要です。)

公 職 の 種 類

資 金 管 理 団 体 の

届 出 を した者 の氏名

令和  年 年分

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

年

月 日まで
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事務担

氏名

電話

氏名

電話

当者

影鴫 鶏 尻
∂語0´ /77ι Ṕ'94-

資金管理団体の指定の期間

年

月   日まで

記入もれ注意

チェックもれ注意

政治団体の区分

政 党 の 支 部

そ の 他 の 政 治 団 体

そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

匡

チェックもれ注意

□
酢

2以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 等

同 一 の 都 道 府 県 の 区 域 内

活動区域の区分

国会議員関係政治団体の区分

政治資金規正法第 19条の 7第

第 1号 に係 る国会議員 治団体

政治資金規正法 9条 の 7第 1頂

第 2号 国会議員関係政治団体

公 職 の 者の氏名

種 類職 の
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(そ の 2)

1 収支の総括表

2 収入項 目別金額 の内訳

収支の状況
必ず記入 して ください。
(Oの場合は 0と 記入 )

ユ

円

/,ι θυ′θυθ

θ

ノ′うθθ′ υOθ

ナわθο′ [)θ D

υ

収 入 総 額

(前 年 か ら の 繰 越 額 )

(本 年 の 収 入 額 )

支 出 総 額

翌 年 へ の 繰 越 額

(1)個人の負担する党費又は会費
円

金 額

［貝 数 (党費又 は会費 を納入 した人 の数 )

(2) 寄 附

備 考

記入もれ注意 (ア )+(イ )十 (ウ )

金 額

円

〒ユθθ′ ι7θ ∂

′ユθ∂「 'ο
ο

′.ι ο[〉 . Oρ
つ

′,`,と, , θοο

ア 寄附 (イ を除 く。 )の区分

(ア )個 人 か ら の 寄 附

(う ち 特 定 寄 附 )

(イ )法人その他 の団体か らの寄附

(ウ )政 治 団 体 か ら の 寄 附

ノJ 計 ( ア ) 十 (イ ) 十 ( ウ )

(寄附の うち寄附のあっせ んによるもの )

イ 政 党 匿 名 寄 附

合  計 (ア 十 イ )



(その 7)

褥じ珍即万寿

備考
職業 (団体にあつては、

代表者の氏名)

狂 単♂ボ :多
f

住     所
(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

拳埼ヤ農
=々

3´げ

泉埼ヤネ予4 ケテー4。 |

ヽ

寄 附 者 の 区 分(7)寄 附 の 内 訳

年 月 日

滓夕毎I千刀
'午

И

岸
j4 '9η レロ

よう年
''月

之β

金  額

円

′θE'4 υι)つ

,90rθ O D

rD9r θοじ
'

,>'9f'θ
°

Fttθ
Orワ∂°

寄 附 者 の 氏 名
(団体にあつては、その名称)

象覇募努秦tt野 皇毯

色夕汰ユX釉欠杉

'

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 寄 附

ハ
回 計

(注 1)

(注 2)

同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、
寄附者 (団体)ごとに記載すること。
「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団
又は政治団体の 「寄附者の区分」ごとに、最後の頁に記載す レ

⊂
ン
」
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る
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(そ の 7)

めコノ、

備考
職業 (団体にあつては、

代表者の氏名)

】旨歩〕タヤ
猪升l,,

芳刻歩ィ

住     所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

象埼予物イ後常 2イ I-49サ

矛埼争新ア覧 4-い 一オ

素与フ」ケ解フゥヌI i≧ユト劇

寄 附 者 の 区 分(7)寄 附 の 内 訳

年 月 日

Fj+4川 ,デコ

卜;井 今】r7V

に

'年

 う刀・
夕
"

金  額

円

′ι'9′  ′Oο

r99′  ,つ ∂

′οθ′ つθθ

,つ
つ フ0ど)

/,, ′ οοο

作つ宅沙θ∂

寄 附 者 の 氏 名
(団体にあつては、その名称)

を,4´j 弁フチ枠

ハ彬 7ム 材

vォて  ぅ跨 ィ

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 寄 附

△
口 計

(注 1)同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、
寄附者 (団体)ごとに記載すること。

(注 2)「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団
又は政治団体の「寄附者の区分」ごとに、最後の頁に記載す い
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(そ の13)

3 支出項 目別金額の内訳

(1)支 出 の 総 括 表

備 考

記入もれ注意

記入もれ注意 ア+イ +ウ +エ

記入もれ注意

金 額

円

ケθθ′ ρθθ

九θθ′ θ∂ο

ム
~グο′ υつο

12ケ 0′  鬱θθ

2夕θ′ θOθ

多θθ′ υθθ

′ブ′てタ θθθ

′心 θD θ∂θ

項 目

1     イ∃& 常 経 費

費(1) 人 件

(2) 光 熱 水 費

(3) 備  品 消 耗 品 費

(4) 事 務 所 費

′lヽ 計

2政 治 活 動 費

費(1)組 織 活 動

(2)選 挙 関 係 費

(3) 機 関紙誌 の発行その他 の事業費

(4)調 査 研 究 費

(5) 寄  附 交  付  金

(6)そ の 他 の 経 費

′よヽ 計

△
回 計

」

(注)当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に

係る支出については、項目ごとにその額を備考欄に記載し、
併せて(その16)の 添付が必要です。



(そ の15)

烈癬 ラ物峨 ( )

備考
支出を受けた者の住所

(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

支出を受けた者の氏名
(団体にあつては、その名称)

項 目別区分

年 月 日

(3)政治活動費の内訳

金 額

円

デすθr ρρθ

Ⅲす9/ C'ι
'θ

支 出 の 目 的

この頁の小計

その他の支出

合   計

(注 1)1件 5万円以上の支出について記載すること。

(注 2)「その他の支出」 と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」
の ( )の中の項 目ごとに、最後の頁に記載すること。
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(そ の15)

鶏 制ゑの各術 そηれつ孝索費  ( )

備考
支出を受けた者の住所

(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

支出を受けた者の氏名
(団体にあつては、その名称)

項 目別区分

年 月 日

(3)政治活動費の内訳

金 額

円

えテ∂ァ υθ′

ユタ0′ ι〉υθ

支 出 の 目 的

この頁の小計

その他の支出

合   計

(注 1)1件 5万円以上の支出について記載すること。

(注 2)「その他の支出」 と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」
の ( )の中の項 目ごとに、最後の頁に記載すること。
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(そ の15)

柳2万え女 ( )

備考
支出を受けた者の住所

(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

項 目別区分

年 月 日

(3)政治活動費の内訳

金 額

円

〕
'9庁

 '9ο

,と
'フ

′ ∂
'D

支 出 の 目 的

この頁の小計

その他の支出

合   計

(注 1)

(注 2)

1件 5万円以上の支出について記載ずること。

「その他の支出」 と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」
の ( )の中の項 目ごとに、最後の頁に記載すること。
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(そ の17)

1 資産等の総括表

(注 1)

(注 2)

資 産 等 の 状 況

ｎ
ｖ
Ｉ

項目ごとの資産の有無について、「□」内に「レ」を記入すること。

備  考

臣

Ⅳ

図

ビ

日

区

日

ビ

財

区

団
・

日

征
心有

借入歩ごとの残高が100万円を超える借入金シ

支払われた金額が100万円を超える敷金コ

サ 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利

ク 出 資 に よ る 権 利

ケ 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金

力 金 銭 信 託

キ 有 価 証 券

取得の価額が100万円を超える動産エ

オ 預金 (普通預金及び当座預金を除く。)又は貯金 (普通貯金を除く。)

物イ 建

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

資 産 等 の 項 目 別 区 分

地ア 土

資産等の有無

有に記入した場合、項目別に様式 (そ の18)に内訳を記載すること。



(そ の20)

(備考)

1会計責任者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を

証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

2政治団体の解散に伴う報告書の場合は、会計責任者の氏名の他、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提

出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、これらの者の代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及

び本人確認書類の提示又は晃出を行うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

圭
日

抵
爵

占旦

|

代表者は解散時のみ

添付書類 (別添のとおり)

1 領収書等の写し

この報告書は、政治資金規正法に従つて作成したものであつて、真実に相違ありません。

令和  6 年  ▽ 月  うθ 日

政治団体の名称 ご 力 と 竹ケ
′
と イ灸該宏

会計責任者の氏名 うマ 安 I子
11_ ＼

(F「―)!

(代表者の氏名 (印))

記入もれ注意

θ


